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大垣女子短期大学学則

第 １ 章 総 則

（目的）

第１条 本学は、教育基本法並びに学校教育法および私立学校法の定めるところに従

い、建学の精神を基本理念とし、民主的にして、平和な国家社会の成員に枢要な広

い教養を培うとともに実生活に即した深い専門の学術技芸を教授・研究し有為な女

性を育成するとともに、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に

貢献することを目的とする。

（自己評価等）

第２条 本学は、教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育

研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

２ 本学は、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科

学省の認定をうけた認証評価機関による評価を受けるものとする。

３ 点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。

（教育内容等の改善）

第３条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け、研修及び研究を

実施する。

２ 前項の組織については、別に定める。

（大学名）

第４条 本学は大垣女子短期大学と称する。

（所在地）

第５条 本学は大垣市西之川町１丁目１０９番地におく。

第２章 学科、学生定員及び修業年限

(学科及び教育研究上の目的)

第６条 本学に、次の学科を置く。

幼児教育科

デザイン美術科

音楽総合科

歯科衛生科

看護学科

２ 各学科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

幼児教育は、専門的な知識と技能に基づいて、教育・保育と子育て支援にあたる

ことのできる保育者の養成を目的とする。

デザイン美術科は、造形表現力の助長と、すべての学生生活を通じて個々人の、

人間性の涵養を目的とする。

音楽総合科は、広範囲な教養及び高度な専門知識、技術を身につけた有能な人

材の育成を目的とする。

歯科衛生科は、口腔保健・医療・福祉における専門的知識および技術をもった人

材の育成を目的とする。
看護学科は、豊かな人間性を基盤に、看護に必要な専門的知識・技術・態度を身
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につけた有能な人材の養成を目的とする。

第７条 各学科の学生定員は次のとおりとする。

幼児教育科 入学定員 ５０名 収容定員 １５０名

デザイン美術科 入学定員 ５０名 収容定員 １００名

音楽総合科 入学定員 ５０名 収容定員 １００名

歯科衛生科 入学定員 ５０名 収容定員 １５０名

看 護 学 科 入学定員 ８０名 収容定員 ２４０名

（修業年限及び在学年限）

第８条 本学の修業年限はデザイン美術科及び音楽総合科は２年、幼児教育科、歯科

衛生科及び看護学科は３年とする。

２ 学生は、修業年限の２倍を超えて在学することはできない。

３ 前項の規定にかかわらず、在学年限を越えて在学を希望する者があるときは、教

授会において学生の学習意欲等を総合的に判断し、学長が在学を認めることができ

る。

第３章 学年、学期及び休業日

（学年）

第９条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。

（学期）

第１０条 学年を次の２学期に分ける。

前期 ４月１日から９月２１日まで

後期 ９月２２日から翌年３月３１日まで

２ 教育上必要がある場合、学長は、前項の前期終日及び後期初日を変更することが

できる。

（休業日）

第１１条 休業日は次の通りとする。ただし、教育上の必要により休業中に実習その

他の授業を課することがある。

(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日 曜 日

(3) 土 曜 日

(4) 創立記念日 ２月８日

(5) 春 期 休 業 ３月２５日から ４月２日まで

(6) 夏 期 休 業 ７月３０日から ９月１２日まで

(7) 冬 期 休 業 １２月２４日から翌年１月５日まで

２ 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

第４章 入学・退学及び休学等

（入学の時期）

第１２条 入学の時期は学年の始めとする。

２ 前項の他にも、学期の区分に従い入学することができる。
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（入学資格）

第１３条 本学に入学できる者は、学校教育法第９０条及び学校教育法施行規則第１

５０条の定めるところにより次の各号の一に該当する女子で、別に定める「入学者

受入の方針」を理解した者でなければならない。

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者を含む）

(3) 外国において学校教育による１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たす者に限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学

大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）

(8) 相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認

めた者

（入学の出願）

第１４条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に検定料を添えて願い出なけ

ればならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。

（入学の選考）

第１５条 前条の出願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

（入学手続き及び入学許可）

第１６条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、

入学申込書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の学生生徒納付金（以

下「学納金」という）を納付しなければならない。

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

（転入学・再入学等）

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者については、教育上支障がない限り、選

考の上、教授会の議を経て、学長は相当する年次への転入学もしくは再入学（以下、

転入学等という。）又は転学科もしくは転コース（以下、転科という。）を許可す

ることがある。

(1) 他の大学の学生で本学に転入学を希望する者
(2) 本学を退学（除籍を含む）又は卒業した者で本学への再入学を希望する者
(3) 本学の学生で転科を希望する者

２ 前項の規定により転入学等又は転科を許可された者の既に修得した授業科目及び

単位数の取り扱い並びに在学すべき年数については、当該学科で審議の上、教授会

の議を経て学長が決定する。

３ 第１項の規定により転入学等又は転科を許可された者は、所定の学納金を納付し

なければならない。

４ 前３項に定めるもののほか、転入学等又は転科に関し必要な事項は、別に定める。

（転学）

第１７条の２ 学生が他の短期大学へ転学を希望するときは、その理由を記し、保証

人連署の上、学長に願い出て許可を受けなければならない。
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（退学）

第１８条 退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。

（休学）

第１９条 疾病その他やむを得ない事由により、ひきつづき２カ月以上修学すること

のできない者は、学長の許可を得て、学年又は学期の終わりまで休学することがで

きる。

２ 疾病その他の事由により、修学することが適当でないと認められる者については、

学長は休学を命ずることができる。

（休学期間）

第２０条 休学の期間は、通算してデザイン美術科及び音楽総合科においては２年、

幼児教育科、歯科衛生科及び看護学科においては３年を超えることはできない。

２ 休学の期間は第８条第２項の在学年限に算入しない。

（復学）

第２１条 休学期間が満了した場合、若しくは休学期間中でも休学事由が消滅した場

合は、学長の許可を得て復学することができる。

（除籍）

第２２条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。

(1) 第８条第２項に定める在学年限を超えた者。

(2) 第２０条第１項に定める休学期間を超えてなお修学できない者。

(3) 学納金（入学金を除く）の納入を怠り、納入期日を３カ月経過してなお滞納し

ている者。

(4) 長期にわたり行方不明の者。

(5) その他、除籍が必要と認められる者。

２ 前項に定めるほか除籍に関する事項は別に定める。

（復籍）

第２３条 前条第１項第２号第３号により除籍された者が、除籍の日から２カ月以内

に所定の学納金（入学金を除く）を添えて復籍を願い出たときは、教授会の議を経

て学長がこれを許可することがある。

２ 前条第１項第１号により除籍された者の復籍は認めない。

第２４条 削除

第５章 教育課程及び履修方法

（教育課程）

第２５条 本学の教育課程は、別に定める「教育課程編成・実施の方針」に基づき、

別表第１のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、教職に関する科目を置く。

３ 前項の授業科目、単位数等は別表第２のとおりとする。

（授業の方法）

第２６条 本学における授業の方法は、講義、演習、実習又は実技のいずれか、又は

これらの併用により行うものとする。
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（単位の計算方法）

第２７条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が定める時

間の授業をもって１単位とする。

(2) 実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学が定める時

間の授業をもって１単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導によ

る実技の授業については、本学の定める時間の授業をもって１単位とする。

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実習又は、実技のうち２以上の方法を併

用し行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考

慮して本学が定める時間の授業をもって、１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、本学が

単位数を定めることができる。

（単位の授与）

第２８条 授業科目を履修し、成績の評価で合格点を得た者には、所定の単位を与え

る。

（成績の評価基準）

第２９条 成績の評価は、秀（ＡＡ）、優（Ａ）、良（Ｂ）、可（Ｃ）、不可（Ｄ）

の５段階とし、可（Ｃ）以上を合格とする。

２ 成績の評価は、課題への対応状況、授業への取り組み状況、授業期間中、授業期

間以外の期間又は定期試験期間中に行われる筆記試験、実技試験又は口述試験、レ

ポート、論文、作品等提出物の内容を適宜、シラバスに明記された基準に基づいて、

評価の上決定するものとする。

３ 成績と評価基準は、次のとおりとする。

成 績 評 価

１００－９０点 秀（ＡＡ）

８９－８０ 優（Ａ）

７９－７０ 良（Ｂ）

６９－６０ 可（Ｃ）

５９－ ０ 不可（Ｄ）

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等）

第３０条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の短期大

学又は大学において履修した授業科目について修得した単位をデザイン美術科･音

楽総合科については３０単位、幼児教育科･歯科衛生科・看護学科については４６

単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。

２ 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）

第３１条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により修得した

ものとみなす単位数と合わせてデザイン美術科・音楽総合科については３０単位、
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幼児教育科･歯科衛生科・看護学科については４６単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位の認定）

第３２条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学におい

て履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。

２ 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学

修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与

えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等

の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第３０条第１項

及び前条第１項の本学で修得したものとみなす単位数と合わせてデザイン美術科･

音楽総合科については３０単位、幼児教育科･歯科衛生科・看護学科については４

６単位を超えないものとする。この場合において第３０条第２項により本学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせるときは、デザイン美術科･音楽総合科に

ついては４５単位、幼児教育科･歯科衛生科・看護学科については５３単位を超え

ないものとする。

第６章 卒業等

（卒業）

第３３条 本学に修業年限以上在学し、本学則に定める「学位授与の方針」のもと、

本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、

学長が卒業を認定する。

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書ならびに本学学位規程の定めると

ころにより短期大学士の学位を授与する。

（履修単位）

第３４条 前条第１項に定める卒業に必要な履修単位は、別表第３のとおりとする。

（免許資格）

第３５条 本学において取得することができる免許状及び資格の種類は、次の通りと

する。

幼児教育科 幼稚園教諭二種免許状

保育士資格

歯科衛生科 歯科衛生士国家試験受験資格

看護学科 看護師国家試験受験資格

（教育職員免許状・保育士資格）

第３６条 幼稚園教諭二種免許状を得ようとする者は、第３３条第１項の規定による

ほか、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する科目について必要な

単位を修得しなければならない。

２ 保育士となる資格を得ようとする者は、第３３条第１項の規定によるほか、児童

福祉法及び児童福祉法施行規則に基づき、厚生労働大臣の定める科目について必要

な単位を修得しなければならない。

（国家試験受験資格）

第３７条 歯科衛生士国家試験受験資格を得ようとする者は、第３３条第１項の規定

によるほか、歯科衛生士学校養成所指定規則に規定する科目について必要な単位を
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修得しなければならない。

２ 看護師国家試験受験資格を得ようとする者は、第３３条第１項の規定によるほか、

保健師助産師看護師学校養成所指定規則に規定する科目について必要な単位を修得

しなければならない。

第７章 検定料、学納金その他の費用

（検定料）

第３８条 入学志願者の検定料は別表第４の通りとする。

（学納金）

第３９条 学生が納入しなければならない学納金は、別表第４の通りとする。

２ 前項のほか教育上必要な経費を徴収することがある。

３ 納入した学納金は、原則として返還しない。

（学納金の納入期日）

第４０条 学納金（入学金を除く）は、前期後期の２期に分け、各々年額の２分の１

の金額を次の通り納入しなければならない。

前期 ４月１０日（納入期日）

後期 ９月３０日（納入期日）

（学納金の分納）

第４１条 学納金（入学金を除く）を特別の事情により前条による納入が困難と認

められる者については、申請により分納を許可することがある。

２ 前項による許可は、その年度に限りこれを認めるものとする。

（学納金の免除）

第４２条 奨学生その他特別の事由のある者に対しては、別に定めるところにより学

納金を免除することがある。

（退学、停学及び除籍の場合の学納金）

第４３条 学期の中途で退学又は停学及び除籍された者の当該期分の学納金（入学金

を除く）は、徴収するものとする。

２ 停学期間中の学納金（入学金を除く）は徴収する。

（休学の場合の学納金）

第４４条 休学を許可され又は、命ぜられた者の休学期間中は、別に定める在籍料を

納入しなければならない。

（復学の場合の学納金）

第４５条 復学を許可された者の学納金（入学金を除く）は、その者の復学する学年

次のものを適用する。

（その他）

第４６条 本学則に定めるもののほか、学納金（入学金を除く）に関し必要な事項は

別に定める。
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第８章 教職員組織及び教授会

（教職員組織）

第４７条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員その他必要な職員を置

く。

（教授会）

第４８条 本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。

（教授会の構成）

第４９条 教授会は学長及び教授を以って組織する。

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、教授会に准教授その他の

職員を加えることができる。

（教授会の審議事項）

第５０条 教授会は次の各号を審議する。

(1) 理事会より諮問に対する答申案に関する事項

(2) 教育及び研究に関する事項

(3) 専任教員の学外兼務の承認に関する事項

(4) 教育課程の編成、履修の方法及び課程修了の認定に関する事項

(5) 学業評価に関する事項

(6) 学生の入学、退学、転入学等、転学、転科、除籍、復籍、休学、復学及び卒業

に関する事項

(7) 学生の補導厚生に関する事項

(8) 学生の賞罰に関する事項

（その他）

第５１条 本章に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は別に定める。

第９章 長期履修学生、科目等履修生、外国人留学生、社会人、

帰国子女及び研究生

（長期履修学生）

第５２条 学生が職業を有しているなどの事由により、第８条第１項に規定する修学

年限を超えて計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たとき

は、同条第２項に定める範囲内において長期履修学生として在学を認めることがで

きる。

２ 長期履修学生に関して必要な事項は、別に定める。

（科目等履修生・特別聴講学生）
第５３条 本学の学生以外の者が、授業科目の履修を願い出た場合には、本学の教育
に支障のない限りにおいて選考の上、科目等履修生として履修を許可することがで
きる。

２ 科目等履修生 関  必要 事項  別 定   
３ 本学と協定を締結している外国を含む他の大学（短期大学を含む。）及び専門学
校に在籍する学生で、本学の特定の授業科目を履修しようとする者があるときは、
教授会の議を経て、学長が特別聴講生として許可することができる。

４ 特別聴講学生に関して必要な事項は別に定め、これ以外については、本学の規則
中の学生に関する規定を準用する。

５ 第３項に規定する外国の大学（短期大学を含む。）専門学校との交流協定に基づ

く留学生受け入れに関する必要な事項は、別に定める。
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（外国人留学生）

第５４条 外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、入学を

志願する者があるときは選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。

（社会人）

第５５条 社会人で入学を志願する者があるときは選考の上、社会人学生として入学

を許可することがある。

２ 社会人学生に関して必要な事項は、別に定める。

（海外帰国子女）

第５６条 海外帰国子女で入学を志願する者があるときは選考の上、帰国子女学生と

して入学を許可することがある。

２ 帰国子女学生に関して必要な事項は、別に定める。

（研究生）

第５７条 本学において、特定の研究課題について研究のために指導を受けることを

希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りにおいて選考の上、研究生

として受け入れることがある。

２ 研究生に関して必要な事項は別に定める。

第１０章 賞 罰

（表彰）

第５８条 学生として表彰に価する行為があった場合には、教授会の議を経て学長が

これを表彰する。

（懲戒）

第５９条 本学の学則に違背し、学生の本分にもとる行為のあった学生に対しては、

教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学、謹慎及び譴責とする。

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

(3) 正当の事由がなく出席常でない者。

第１１章 教育実習及び保育実習等

（教育実習）

第６０条 教職専門科目にかかわる教育実習は、特定の幼稚園において行う。

２ 特定の幼稚園及び実習指導計画については別にこれを定める。

（保育実習）

第６１条 保育実習は児童福祉施設において行う。

２ 実習施設及び実習指導計画については別にこれを定める。

（臨地実習）

第６２条 歯科衛生科の歯科臨床実習は、病院、診療所、歯科診療所等において行う。
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看護学科の臨地実習は、病院、診療所等において行う。

２ 実習施設及び実習計画については別にこれを定める。

第１２章 図書館・総合教育センター

（図書館）

第６３条 本学に図書館を置く。

２ 図書館の管理に関する事項は別に定める。

（総合教育センター）

第６４条 本学に総合教育センターを置く。

２ 総合教育センターに関する事項は別に定める。

第１３章 公 開 講 座

（公開講座）

第６５条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設す

ることができる。

２ 本学に在学する学生に対し、特別講座を開設することができる。

３ 前第１項に定める公開講座および第２項に定める特別講座の運営に関する事項は

別に定める。

附 則

１．本学則は昭和４４年４月１日から施行する。

２．一部改正した本学則は昭和４５年４月１日から施行する。

３．一部改正した本学則は昭和４６年４月１日から施行する。

４．一部改正した本学則は昭和４７年４月１日から施行する。

５．一部改正した本学則は昭和４９年４月１日から施行する。

６．一部改正した本学則は昭和５１年４月１日から施行する。

７．一部改正した本学則は昭和５２年４月１日から施行する。

８．一部改正した本学則は昭和５４年４月１日から施行する。

９．一部改正した本学則は昭和５５年４月１日から施行する。

１０．一部改正した本学則は昭和５６年５月２８日から施行する。

１１．一部改正した本学則は昭和５８年４月１日から施行する。

１２．一部改正した本学則は昭和６１年４月１日から施行する。

１３．一部改正した本学則は昭和６２年４月１日から施行する。

なお、学則34条の学費の改定については、昭和６２年度入学生より適用する。

また、昭和６１年４月保健科第３部入学生の教育課程については別に定める。

１４．一部改正した本学則は平成２年４月１日から実施する。

但し、平成元年度以前の入学生については、従来通りの規定とする。

１５．一部改正した本学則は平成３年４月１日から施行する。

１６．一部改正した本学則は平成４年４月１日から施行する。

なお、第４条に規定にかかわらずデザイン美術科及び音楽科の学生定員は、平

成１２年度までの間は次のとおりとする。
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年 度

学 科

平成４年度

平成５年度

～

平成１１年度

平成１２年度

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

デザイン美術科

音 楽 科

８０

８０

１３０

１３０

８０

８０

１６０

１６０

５０

５０

１３０

１３０

１７．一部改正した本学則は平成５年４月１日から施行する。

１８．一部改正した本学則は平成６年４月１日から施行する。

ただし、平成６年度から平成７年度において幼児教育科第三部の収容定員は、

第４条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

平成６年度 ９００名

平成７年度 ７５０名

１９．一部改正した本学則は平成７年４月１日から施行する。

２０．一部改正した本学則は平成８年４月１日から施行する。

２１．一部改正した本学則は平成１０年４月１日から施行する。

ただし、平成10年度から平成11年度において歯科衛生科第三部の収容定員は、

第４条の規定にかかわらず次のとおりとする。

平成１０年度 ２００名

平成１１年度 １００名

２２．一部改正した本学則は平成１０年４月５日から施行する。

２３．一部改正した本学則は平成１１年４月１日から施行する。

ただし、第４条の規定にかかわらず歯科衛生科第一部の学生定員は、次のとお

りとする。

平成１１年度 平成１２年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

８０名 １３０名 ８０名 １６０名

２４．一部改正した別表(４)幼児教育科（第一部）専門教育科目、別表(５)デザイ

ン美術科専門教育科目、及び別表(６)音楽科専門教育科目は、平成１１年度入学

者から適用する。

２５. 一部改正した本学則は、平成１２年４月１日から施行する。

ただし、第４条の規定にかかわらず、平成１２年度、及び平成１３年度の幼児

教育科第三部の収容定員は、次の通りとする。

平成１２年度 ５００名

平成１３年度 ４００名

② 一部改正した本学則は、平成１２年４月１日から施行する。

ただし、第12条に示す履修単位表、別表(１)１、共通科目（第一部）、別表

(２)２、幼児教育科第一部専門教育科目、別表(３)３、デザイン美術科専門教育

科目、別表(４)４、音楽科専門科目、別表(５)５、歯科衛生科専門教育科目、別

表 (６)６，共通科目（幼児教育科第三部）及び別表(７)７，幼児教育科第三部

専門教育科目は、平成１２年度入学生から適用し、現に在学する学生については、

入学時の学則を適用する。

２６. 一部改正した本学則は、平成１３年４月１日から施行する。

ただし、別表第１（１）共通科目（第一部）、（４）音楽科専門教育科目、

（５）歯科衛生科専門教育科目別表第２教職に関する科目および別表第３履修単

位表は、平成１３年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時
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の学則を適用する。

２７. 一部改正した本学則は、平成１４年４月１日から施行する。

ただし、第４１条・第４２条及び別表第１(２)幼児教育科第一部教育課程表、

（３）デザイン美術科教育課程表、（４）音楽科教育課程表、（７）幼児教育

科第三部教育課程表は、平成１４年度入学生から適用し、現に在学する学生に

ついては、入学時の学則を適用する。

②第５条の規定にかかわらず、平成１４年度、及び平成１５年度の幼児教育科

第三部の収容定員は、次の通りとする。

平成１４年度 ２５０名

平成１５年度 ２００名

２８. 一部改正した本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

ただし、第5条の規定にかかわらず、平成１５年度及び平成１６年度の歯科衛

生科の収容定員は１６０名とする。

② 一部改正した本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

ただし、第６条第１項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生に

ついては、入学時の学則を適用する。

③ 一部改正した本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

ただし、第18条第1項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生に

ついては、入学時の学則を適用する。

④ 一部改正した本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

ただし、第３０条第１項の規定にかかわらず、歯科衛生科の現に在学する学生

については、入学時の学則を適用する。

⑤ 一部改正した本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

ただし、別表第１・第２（Ｐ３９～Ｐ５５）(４)歯科衛生科教育課程は、平成

１５年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用

する。

２９. 一部改正した本学則は、平成１６年４月１日から施行する。

ただし、第５条、第６条、第１８条、第３０条の規定にかかわらず、音楽科の

現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。

３０. 一部改正した本学則は、平成１７年４月６日から施行する。

ただし、第５条、第６条、第１８条、第３０条、第３３条の規定にかかわらず、

幼児教育科第一部の現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。

３１. 一部改正した本学則は、平成１８年１月１日から施行する。

３２. 一部改正した本学則は、平成１８年４月１日から施行する。

３３. 一部改正した本学則は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、第５条の規定にかかわらず、平成１９年度及び２０年度の幼児教育科

収容定員は２００名とする。

② 一部改正した本学則は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、第６条第１項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生に

ついては、入学時の学則を適用する。

③ 一部改正した本学則は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、第１８条第１項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生

については、入学時の学則を適用する。

④ 一部改正した本学則は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、第３０条第１項の規定にかかわらず、幼児教育科に現に在学する学生

については、入学時の学則を適用する

⑤ 一部改正した本学則は、平成１９年４月１日から施行する。

ただし、別表第１、（１）共通科目(２)幼児教育科教育課程表は、平成１９年

度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適用する。

３４. 一部改正した学則は、平成２０年４月１日から施行する。

ただし、第５条の規定にかかわらず、平成２０年度及び平成２１年度の歯科衛
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生科収容定員は、次のとおりとする。

平成２０年度 ２１０名

平成２１年度 １８０名

② 一部改正した学則は、平成２０年４月１日から施行する。

ただし、平成２０年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適応する。

３５. 一部改正した学則は、平成２１年４月１日から施行する。

ただし、別表第１、教育課程表並びに別表第３卒業要件単位数については、平

成２１年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学時の学則を適

用する。

３６. 一部改正した本学則は、平成２２年４月１日から施行する。

ただし、平成２２年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適用する。

第７条の規定にかかわらず、平成２２年度から２４年度の間の幼児教育科及び

デザイン美術科収容定員は、次の通りとする。

（幼児教育科） 平成２２年度 ２５０名

平成２３年度 ２００名

平成２４年度 １５０名

（デザイン美術科） 平成２２年度 １３０名

平成２３年度 １００名

３７. 一部改正した学則は、平成２３年４月１日から施行する。

ただし、平成２３年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適用する。

３８. 一部改正した学則は、平成２４年４月１日から施行する。

ただし、平成２４年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適用する。

３９. 一部改正した学則は、平成２５年４月１日から施行する。

ただし、平成２５年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適用する。

４０．一部改正した学則は、平成２６年４月１日から施行する。

ただし、平成２６年度入学生から適用し、現に在学する学生については、入学

時の学則を適用する。
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